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遊漁船の衝突事故の防止に関する意見について 

 

１．遊漁船の衝突事故 

平成２０年１０月から平成３０年３月までに運輸安全委員会が公表した事故等調査

報告書において、遊漁船の衝突事故は１７６件あり、事故に関係した船舶は３５２隻

で、うち遊漁船は１９０隻であった。 

これらのうち、死傷者が発生した事故は９３件で１９５人となっており、このうち

遊漁船側では釣り客８２人（死亡１人、重傷２人、軽傷７９人）、乗組員等１６人が、

他船では９７人（死亡２人、重傷１５人、軽傷８０人）が死傷していた。 

 

２．衝突に至った主な要因 

これらを分析したところ、次のとおりであった。 

(1) 航行中の遊漁船の衝突事故は１４４件（全体の約８２％）であった。このうち

航行中の遊漁船と漂泊又は錨泊中の船舶との衝突は１０９件（航行中の事故の約

７６％）であった。 

航行中の遊漁船が衝突に至った主な要因は、以下のとおりであった。 

  ① 死角を補う見張りを行っていなかった 

  ② 魚群探知機や航海計器の操作等をしながら航行していた 

  ③ 他船や他の方向に目を向けて操船していた 

  ④ 相手船に対する継続的な見張りを行っていなかった 

(2) 漂泊又は錨泊中の遊漁船（以下「漂泊中等の遊漁船」という。）の衝突事故は

４５件（全体の約２６％）であった。 

漂泊中等の遊漁船が衝突に至った主な要因は、以下のとおりであった。 

  ① 自船を避ける、又は自船に用事があって接近してくると思い、継続的な監視

を行っていなかった、又は注意喚起や避航動作が遅れた 

  ② 釣り客の対応をしていた 
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また、航行中の船舶は、漂泊中等の遊漁船にほとんど気付いておらず、その

状況は、死角を補う見張りを行っていなかった、他の作業をしていた、魚群探

知機で釣り場を探していた等であった。 

 

３．遊漁船の船長に求められる事項 

遊漁船が業務を行う際には、水産庁が定めた業務規程例を基に事業者が業務規程

（遊漁船業の適正化に関する法律第１１条に基づき、事業者に届け出ることを義務付

け）を定めて運航されているところ、業務規程例第１４条には、船長は、海上におけ

る安全法令を遵守して安全な航行をするとともに、航行中の利用者の安全の確保に十

分な注意を払うこと、利用者に水産動植物を採捕させている間は、他の船舶と衝突し

ないよう、常時、適切な見張りを行い、他の船舶の動静把握に努めるとともに、適切

な操船をすること等が定められており、遊漁船の船長には、その履行が求められてい

る。 

 

これらのことから、当委員会は、遊漁船業の適正化に関する法律を所管する水産庁

長官に対し、運輸安全委員会設置法第２８条の規定に基づき、下記のとおり意見を述

べる。 

なお、この意見を受けて何らかの措置を講じられた場合は、その内容について、通

知方よろしくお取り計らい願いたい。 

 

記 

 

水産庁長官は、遊漁船の事業者が次の措置を講じるよう、都道府県知事に助言する

とともに、遊漁船業務主任者講習の機会を活用するなどし、これらを確実に実施させ

るための手段を検討すべきである。 

 (1) 遊漁船の船長は、釣り場への往復、釣り場での移動などの航行中に、常時

適切な見張りを行うこと。 

 (2) 遊漁船の船長は、漂泊又は錨泊中であっても見張りを行い、必要に応じて

避航すること。 

 (3) 遊漁船の船長は、(1)及び(2)のほか、運輸安全委員会ダイジェスト第２９

号「遊漁船の衝突事故防止に向けて」に記載された衝突事故の特徴を把握の

うえ、業務規程の内容を遵守し、利用者の安全の確保に努めること。 

 


